
山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 二 一

２　平成17年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算�
　平成17年度山梨県恩賜県有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,725,149千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
（債務負担行為）�
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為�
　をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。�
（地方債）�
第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目�
　的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。�
�
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山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 二 五

３　平成17年度山梨県教育奨励資金特別会計予算�

　平成17年度山梨県教育奨励資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,176千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
�



山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 二 六

４　平成17年度山梨県災害救助基金特別会計予算�

　平成17年度山梨県災害救助基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ222,631千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�

　よる。�
（地方債）�
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことが�
　できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表�
　地方債」による。�
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山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 二 八

５　平成17年度山梨県母子寡婦福祉資金特別会計予算�
　平成17年度山梨県母子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ277,801千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
　による。�
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山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 三 〇

６　平成17年度山梨県中小企業近代化資金特別会計予算�
　平成17年度山梨県中小企業近代化資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,198,409千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
　による。�
（債務負担行為）�
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為�
　をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。�
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７　平成17年度山梨県農業改良資金特別会計予算�
　平成17年度山梨県農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ354,625千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
　による。�
（地方債）�
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことが�
　できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２
　表地方債」による。�
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山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 十 九 号 　 　 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 三 四

８　平成17年度山梨県市町村振興資金特別会計予算�

　平成17年度山梨県市町村振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,436,748千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
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９　平成17年度山梨県県税証紙特別会計予算�

　平成17年度山梨県県税証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,107,925千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
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�
10　平成17年度山梨県集中管理特別会計予算�

　平成17年度山梨県集中管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ120,608,406千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
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�
11　平成17年度山梨県商工業振興資金特別会計予算�
　平成17年度山梨県商工業振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,767,655千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
�
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12　平成17年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計予算�

　平成17年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。�
（歳入歳出予算）�
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ211,701千円と定める。�
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に�
　よる。�
（地方債）�
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことが�
　できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 �
    地方債」による。�
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